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(57)【要約】
【課題】合成画像を表示部に表示させる際の作業効率を
向上させるためのサンプル提供装置およびプロモーショ
ン展開システムを提供すること。
【解決手段】サンプル提供装置に収容されるサンプル商
品に表示されているマーカーを利用して、収容されるサ
ンプル商品を表わすマーカーＩＤに、当該サンプル商品
のパッケージ等の三次元モデルからなる仮想物体を表わ
すサンプル画像データを対応付けておくことで、撮像画
像内においてマーカーＩＤが表示されているサンプル商
品の箱を認識することで、この箱の画像にサンプル商品
のパッケージの仮想物体を重畳して表示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マーカーが表示されているサンプル商品の箱を収容する収容部と、
　光学系による光学像を撮像し、撮像画像データを生成する撮像部と、
　前記撮像画像データに基づく画像を表示する表示部と、
　前記撮像画像データを画像処理して、前記マーカーを含む光学像に基づき生成された撮
像画像データから当該マーカーに対して予め割り当てられている第１の識別情報を得ると
ともに、前記撮像画面データの画面内における前記マーカーの位置、大きさ、姿勢のうち
少なくとも１つを表わすマーカー形態情報を得る画像処理部と、
　前記第１の識別情報に、前記撮像画像データに重畳して合成される合成画像データを表
わす第２の識別情報を対応付ける情報を記憶する記憶部と、
　前記画像処理部によって前記第１の識別情報が得られた場合、この第１の識別情報に基
づき、前記記憶部を参照して、対応付けられている第２の情報が示す合成画像データを得
るとともに、前記撮像画像データにおける前記マーカーを表わす画像領域に対して、前記
マーカー形態情報に応じた前記合成画像データを前記撮像画像データに重畳して合成され
る画像を前記表示部に表示させる制御部と、
　を備えることを特徴とするサンプル提供装置。
【請求項２】
　ネットワークを介して接続される管理サーバと通信する通信部をさらに備え、
　前記制御部は、
　前記画像処理部によって前記第１の識別情報が得られた場合、当該第１の識別情報に対
応する合成画像データの送信を要求するメッセージを、前記通信部を介して前記管理サー
バに送信し、
　前記通信部を介して受信した合成画像データに、当該画像データに対応する前記第１の
識別情報を対応付けて記憶部に記憶させることを特徴とする請求項１に記載のサンプル提
供装置。
【請求項３】
　現在の日や時刻を計時する計時部をさらに備え、
　前記記憶部は、
　前記第１の識別情報に、当該第１の識別情報の利用が有効な時間帯を表わす日時情報を
対応付けて記憶し、
　前記制御部は、
　前記時部によって計時された現在の日や時刻に基づき、前記記憶部を参照して、記憶部
に記憶されている日時情報が、前記計時部によって計時された日や時刻よりも過去である
か否かを判断し、前記記憶部に記憶されている日時情報の方が過去である場合、当該日時
情報に対応付けられている情報を前記記憶部から削除することを特徴とする請求項１ある
いは２に記載のサンプル提供装置。
【請求項４】
　前記記憶部は、
　前記第１の識別情報に、前記サンプル提供装置が設置されている店舗を表わす店舗情報
を対応付けて記憶し、
　前記制御部は、
　前記管理サーバから情報を受信した場合、当該受信した情報に、前記記憶部に記憶され
ている店舗番号と異なる店舗番号が含まれているか否かを判断し、前記記憶部に記憶され
ている店舗番号と異なる店舗番号が、前記管理サーバから受信した情報に含まれている場
合、受信した情報を記憶部に記憶しないことを特徴とする請求項２あるいは３に記載のサ
ンプル提供装置。
【請求項５】
　サンプル提供装置と、前記サンプル提供装置とネットワークを介して接続されている管
理サーバとを備えるプロモーション展開システムであって、
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　前記管理サーバは、
　前記サンプル提供装置によって提供されるサンプル商品に表示されているマーカーに対
して予め割り当てられている第１の識別情報に、合成画像データを表わす第２の識別情報
を対応付ける情報を記憶する第１の記憶部と、
　前記ネットワークを介して前記サンプル提供装置と通信する第１の通信部とを備え、
　前記サンプル提供装置は、
　前記マーカーが表示されているサンプル商品の箱を収容する収容部と、
　前記ネットワークを介して管理サーバと通信する第２の通信部と、
　光学系による光学像を撮像し、撮像画像データを生成する撮像部と、
　前記撮像画像データに基づく画像を表示する表示部と、
　前記撮像画像データを画像処理して、前記マーカーを含む光学像に基づき生成された撮
像画像データから当該マーカーに対して予め割り当てられている第１の識別情報を得ると
ともに、前記撮像画面データの画面内における前記マーカーの位置、大きさ、向きのうち
少なくとも１つを表わすマーカー形態情報を得る画像処理部と、
　前記第１の識別情報に、前記撮像画像データに重畳して合成される合成画像データを表
わす第２の識別情報を対応付ける情報を記憶する記憶部と、
　前記画像処理部によって前記第１の識別情報が得られた場合、この第１の識別情報に基
づき、前記記憶部を参照して、対応付けられている第２の情報が示す合成画像データを得
るとともに、前記撮像画像データにおける前記マーカーを表わす画像領域に対して、前記
マーカー形態情報に応じた前記合成画像データを前記撮像画像データに重畳して合成され
る画像を前記表示部に表示させる制御部と、を備え、
　前記サンプル提供装置の制御部は、
　前記画像処理部によって前記第１の識別情報が得られた場合、当該第１の識別情報に対
応する合成画像データの送信を要求するメッセージを前記通信部を介して前記管理サーバ
に送信するとともに、前記通信部を介して受信した合成画像データに、当該画像データに
対応する前記第１の識別情報を対応付けて記憶部に記憶させることを特徴とするプロモー
ション展開システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サンプル商品を備え、当該サンプル商品を提供するサンプル提供装置および
プロモーション展開システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラ等の撮像装置によって撮像される現実空間の画像に対して、予め作成されている
仮想空間の画像を合成して表示するため、拡張現実（ Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ Ｒｅａｌｉｔ
ｙ ）という技術を利用した表示装置がある（例えば、特許文献１参考）。
　この表示装置は、現実空間から撮像された特定の指標物体に基づき、この指標物体に予
め決められている識別情報を得て、この識別情報に対応する合成画像を現実空間の画像に
合成して表示する。
【０００３】
　このような表示を行う場合、必要となる合成画像は、コンピュータ等で予め作成されて
おり、合成画像がコンピュータから表示装置に送信され、表示装置内の記憶部に記憶され
る。そして、合成対象である画像に合成画像を合成する場合、識別情報に対応する合成画
像を表示装置内の記憶部から読み出し、合成して表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２５６８７６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この指標物体の種類が増加すると、この指標物体に対応する数の合成画
像を準備する必要がある。この場合、表示装置の記憶部に対して、これら新たに加わる指
標物体の種類に応じた合成画像を、人手によって記憶させるようにしていたため、その作
業が煩雑となる問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような事情を考慮し、上記の問題を解決すべくなされたものであって、
その目的は、合成画像を表示部に表示させる際の作業効率を向上させるためのサンプル提
供装置およびプロモーション展開システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記問題を解決するために、本発明に係るサンプル提供装置は、マーカーが表示されて
いるサンプル商品の箱を収容する収容部と、光学系による光学像を撮像し、撮像画像デー
タを生成する撮像部と、前記撮像画像データに基づく画像を表示する表示部と、前記撮像
画像データを画像処理して、前記マーカーを含む光学像に基づき生成された撮像画像デー
タから当該マーカーに対して予め割り当てられている第１の識別情報を得るとともに、前
記撮像画面データの画面内における前記マーカーの位置、大きさ、姿勢のうち少なくとも
１つを表わすマーカー形態情報を得る画像処理部と、前記第１の識別情報に、前記撮像画
像データに重畳して合成される合成画像データを表わす第２の識別情報を対応付ける情報
を記憶する記憶部と、前記画像処理部によって前記第１の識別情報が得られた場合、この
第１の識別情報に基づき、前記記憶部を参照して、対応付けられている第２の情報が示す
合成画像データを得るとともに、前記撮像画像データにおける前記マーカーを表わす画像
領域に対して、前記マーカー形態情報に応じた前記合成画像データを前記撮像画像データ
に重畳して合成される画像を前記表示部に表示させる制御部と、を備えることを特徴とす
る。
【０００８】
　また、本発明に係るサンプル提供装置は、ネットワークを介して接続される管理サーバ
と通信する通信部をさらに備え、前記制御部が、前記画像処理部によって前記第１の識別
情報が得られた場合、当該第１の識別情報に対応する合成画像データの送信を要求するメ
ッセージを、前記通信部を介して前記管理サーバに送信し、前記通信部を介して受信した
合成画像データに、当該画像データに対応する前記第１の識別情報を対応付けて記憶部に
記憶させることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係るサンプル提供装置は、現在の日や時刻を計時する計時部をさらに備
え、前記記憶部が、前記第１の識別情報に、当該第１の識別情報の利用が有効な時間帯を
表わす日時情報を対応付けて記憶し、前記制御部が、前記時部によって計時された現在の
日や時刻に基づき、前記記憶部を参照して、記憶部に記憶されている日時情報が、前記計
時部によって計時された日や時刻よりも過去であるか否かを判断し、前記記憶部に記憶さ
れている日時情報の方が過去である場合、当該日時情報に対応付けられている情報を前記
記憶部から削除することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係るサンプル提供装置は、前記記憶部が、前記第１の識別情報に、前記
サンプル提供装置が設置されている店舗を表わす店舗情報を対応付けて記憶し、前記制御
部が、前記管理サーバから情報を受信した場合、当該受信した情報に、前記記憶部に記憶
されている店舗番号と異なる店舗番号が含まれているか否かを判断し、前記記憶部に記憶
されている店舗番号と異なる店舗番号が、前記管理サーバから受信した情報に含まれてい
る場合、受信した情報を記憶部に記憶しないことを特徴とする。
【００１１】
　上記問題を解決するために、本発明に係るプロモーション配信システムは、サンプル提
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供装置と、前記サンプル提供装置とネットワークを介して接続されている管理サーバとを
備えるプロモーション展開システムであって、前記管理サーバは、前記サンプル提供装置
によって提供されるサンプル商品に表示されているマーカーに対して予め割り当てられて
いる第１の識別情報に、合成画像データを表わす第２の識別情報を対応付ける情報を記憶
する第１の記憶部と、前記ネットワークを介して前記サンプル提供装置と通信する第１の
通信部とを備え、前記サンプル提供装置は、前記マーカーが表示されているサンプル商品
の箱を収容する収容部と、前記ネットワークを介して管理サーバと通信する第２の通信部
と、
　光学系による光学像を撮像し、撮像画像データを生成する撮像部と、前記撮像画像デー
タに基づく画像を表示する表示部と、前記撮像画像データを画像処理して、前記マーカー
を含む光学像に基づき生成された撮像画像データから当該マーカーに対して予め割り当て
られている第１の識別情報を得るとともに、前記撮像画面データの画面内における前記マ
ーカーの位置、大きさ、向きのうち少なくとも１つを表わすマーカー形態情報を得る画像
処理部と、前記第１の識別情報に、前記撮像画像データに重畳して合成される合成画像デ
ータを表わす第２の識別情報を対応付ける情報を記憶する記憶部と、前記画像処理部によ
って前記第１の識別情報が得られた場合、この第１の識別情報に基づき、前記記憶部を参
照して、対応付けられている第２の情報が示す合成画像データを得るとともに、前記撮像
画像データにおける前記マーカーを表わす画像領域に対して、前記マーカー形態情報に応
じた前記合成画像データを前記撮像画像データに重畳して合成される画像を前記表示部に
表示させる制御部と、を備え、前記サンプル提供装置の制御部は、前記画像処理部によっ
て前記第１の識別情報が得られた場合、当該第１の識別情報に対応する合成画像データの
送信を要求するメッセージを前記通信部を介して前記管理サーバに送信するとともに、前
記通信部を介して受信した合成画像データに、当該画像データに対応する前記第１の識別
情報を対応付けて記憶部に記憶させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、合成画像を表示部に表示させる際の作業効率を向上させるためのサン
プル提供装置およびプロモーション展開システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施の形態に係るプロモーション展開システムの一例を説明するための概略図
である。
【図２】本実施の形態に係るプロモーション展開システムの制御系の構成の一例を説明す
るためのブロック図である。
【図３】本実施の形態に係るサンプル提供装置に収容されるサンプル商品の箱と、これに
表示されるマーカーコードの一例を説明するための参考図である。
【図４】本実施の形態に係る記憶部に記憶されているサンプル判定情報の一例を説明する
ための概略図である。
【図５】本実施の形態に係る記憶部に記憶されているユーザ登録情報の一例を説明するた
めの概略図である。
【図６】本実施の形態に係る記憶部に記憶されている読取履歴情報の一例を説明するため
の概略図である。
【図７】本実施の形態に係る記憶部に記憶されているサンプル登録情報の一例を説明する
ための概略図である。
【図８】本実施の形態に係るサンプル提供装置に表示される表示画面の一例を説明するた
めの参考図である。
【図９】本実施の形態に係るプロモーション展開システムで利用される会員ＩＤを割り当
てるための会員登録のフローの一例を説明するための参考図である。
【図１０】本実施の形態に係るプロモーション展開システムの利用フローの一例を説明す
るための参考図である。
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【図１１】本実施の形態に係るサンプル提供装置の操作部に表示される表示画面の一例を
説明するための参考図である。
【図１２】本実施の形態に係るサンプル提供装置の操作部に表示される表示画面の他の例
を説明するための参考図である。
【図１３】本実施の形態に係るサンプル提供装置におけるサンプル商品提供処理の処理フ
ローの一例を説明するためのフローチャートである。
【図１４】本実施の形態に係るサンプル提供装置におけるサンプル登録情報作成処理の処
理フローの一例を説明するためのフローチャートである。
【図１５】本実施の形態に係るサンプル提供装置における表示制御処理の処理フローの一
例を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［第１の実施形態］
　図１は、本実施形態に係るプロモーション展開システム１００を説明する概観図である
。
　図１に示す通り、プロモーション展開システム１００は、サンプル提供装置１と、店頭
表示装置２と、管理サーバ３とを備える。
【００１５】
　サンプル提供装置１は、店頭表示装置２と通信可能に接続されるとともに、ネットワー
ク４を介して管理サーバ３と通信可能に接続されている。このサンプル提供装置１および
店頭表示装置２は、例えば、販売店内等に配置され、これらの付近には商品棚５が設置さ
れている。
【００１６】
　具体的に説明すると、サンプル提供装置１は、サンプル提供装置ディスプレイ１０１と
、読取部１０２と、操作部１０３と、サンプル陳列部１０４と、サンプル取出口１０５と
を備える。
【００１７】
　サンプル提供装置ディスプレイ１０１は、サンプル提供装置１の上方部分に配置されて
おり、例えば、映像や音声、情報等を表示する広告媒体として利用されているデジタルサ
イネージ（ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｇｅ ）であって、映像や音声を出力する。
【００１８】
　読取部１０２は、固有のユニークＩＤ（ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ ）の情
報を保持する媒体からユニークＩＤを読み取る。
　このユニークＩＤは、それぞれ異なる固有の識別情報であって、例えば、予め会員登録
がなされているユーザに対して割り当てられるユニークＩＤを会員ＩＤという。また、不
特定のユーザに対して任意に割り当てられるユニークＩＤをお試しＩＤという。
【００１９】
　このユニークＩＤを保持する媒体としては、例えば暗号化されたユニークＩＤを表わす
情報を含む二次元コードが印刷された媒体や、この二次元コードを表示部に表示する携帯
電話等がある。また、ユニークＩＤが記憶されたＩＣチップを備えるＩＣタグや、前記Ｉ
Ｃチップを内蔵する非接触型ＩＣカードや携帯電話等の利用が可能である。
【００２０】
　この読取部１０２は、例えば、媒体に印刷された二次元コードを撮影することで二次元
コードに含まれているユニークＩＤを読み取る二次元コード読取部１０２ａと、近づけら
れた非接触型ＩＣカードやＩＣタグと無線通信することによりＩＣチップに記憶されてい
るユニークＩＤを読み取る無線読取部１０２ｂとを含む。
【００２１】
　操作部１０３は、ユーザからの操作を受け付けて操作に応じた操作情報を出力するとと
もに、操作画面を表示する表示画面を有する。この操作部１０３は、例えば、タッチパネ
ル等が利用可能であって、操作ボタンやメッセージ等が表わされる操作画面を映像で表示
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させるとともにこの操作画面から操作指示を受け付ける。
【００２２】
　サンプル陳列部１０４は、サンプル提供装置１に収容されているサンプル商品、あるい
はサンプル商品に類似する模型が、外部から見えるように並べられている。このサンプル
陳列部１０４には、並べられたサンプル商品等が汚れたり外側から取り出されたりしない
ように、並べられた商品等に透明な保護板等が取り付けられている。本実施の形態におい
ては、商品Ａが左側、商品Ｂが中央、商品Ｃが右側に、並べて配置されている。
【００２３】
　サンプル取出口１０５は、サンプル提供装置１から提供されるサンプル商品の排出口で
あって、例えばユーザが操作部１０３を介して選択したサンプル商品が排出され、ユーザ
によってサンプル商品が取り出される部分である。
【００２４】
　店頭表示装置２は、例えば、映像や音声、情報等を出力する広告媒体として利用されて
いるデジタルサイネージである。この店頭表示装置２は、例えば、サンプル提供装置１と
通信可能に接続され、サンプル提供装置１から出力される映像や音声等を出力する。
【００２５】
　管理サーバ３は、ネットワーク４を介してサンプル提供装置１と接続され、サンプル提
供装置１と通信を行う。
【００２６】
　商品棚５は、商品を陳列するための棚であって、例えば、陳列部分が最上段、上段、下
段、最下段の４つに別れている。本実施の形態において、商品棚５の最上段と上段には商
品Ａが、下段には商品Ｂが、最下段には商品Ｃが陳列されている。また、本実施の形態に
おいては商品棚５の各段には異なる商品が載置されているが、同一段内に複数の種類の商
品を陳列してもよく、またさらには一種類の商品のみを陳列してもよい。
　なお、商品棚５と店頭表示装置２とは、一体的に形成されるものであってもよく、店頭
表示装置２を覆うようなサイズで形成された商品棚５に設けられる収容部分に店頭表示装
置２をはめ込んで収容するものであってもよい。
【００２７】
　次に、図２を用いて、プロモーション展開システム１００の制御系の構成について、よ
り詳細に説明する。図２は、プロモーション展開システム１００の制御系の構成の一例を
示すブロック図である。
　図２に示す通り、サンプル提供装置１は、上述の構成に加えて、撮像部１０６と、画像
処理部１０７と、記憶部１０８と、制御部１０９と、通信部１１０と、抽選部１１１と、
サンプル排出駆動部１１２と、サンプル収容部１１３と、計時部１１４とをさらに備える
。
【００２８】
　撮像部１０６は、レンズを介して入射する光学像を撮影して撮像画像データを生成し、
画像処理部１０７に出力する。この撮像部１０６は、例えば、小型のカメラ等であって、
サンプル提供装置１の前において操作部１０３が操作可能な位置の近くにいるユーザ等を
撮像する。この撮像部１０６は、例えば、連続性のある複数の画像で構成される動画を撮
像し、撮像画像データは、連続性のある複数の画像で構成される動画を含む。
【００２９】
　画像処理部１０７は、撮像部１０６から入力される撮像画像データを画像処理して、撮
像部１０６によって撮像された光学像の中にマーカーコードが含まれているか否かを判断
する。
【００３０】
　このマーカーコードとは、図３に示す通り、サンプル提供装置１によって提供されるサ
ンプル商品の箱の表面に印刷されているマーカー（言い換えると、撮像された画像データ
内におけるサンプル商品の位置、姿勢および大きさを示す物体教示指標）であって、この
マーカーには、予め決められている固有のマーカーＩＤが割り当てられている。つまり、
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このマーカーコードは、暗号化されたマーカーＩＤを表わす情報を含み、例えば画像処理
装置１０７のようにこのマーカーコードを解析する機能を有する装置によって、マーカー
コードが撮影された画像データから、マーカーＩＤが抽出される。このサンプル商品とし
ては、様々な形や大きさの商品が対象となるため、一定の箱に封入することでサンプル提
供装置１を介して、自動的にユーザへのサンプル商品の提供が可能となる。
【００３１】
　本実施形態において、マーカーコードは、図３に示す通り、マーカーコードの位置を表
わすマーカー位置部と、マーカーコードの方向を表わすマーカー方向部と、マーカーＩＤ
を示すマーカーＩＤ部とを含む。
　このマーカー位置部は、例えば、均一の幅を有する正方形の枠である。
　マーカー方向部は、例えば、マーカー位置部の枠の内側であって、正方形のうちの一角
の付近に位置する。
　マーカーＩＤ部は、例えば、マーカー位置部の枠の内側であって、正方形の中央付近に
位置する。
【００３２】
　また、画像処理部１０７は、撮像画像データを画像処理することによって、マーカーコ
ードの位置、大きさ、姿勢（向き）等を表わす情報（以下、マーカー形態情報という）を
得る。
　具体的には、画像処理部１０７は、このマーカー位置部の正方形の歪み等に基づき、こ
のマーカーコードが表示されているサンプル商品の箱の姿勢（向き）を表わす情報を得る
とともに、マーカー位置部の正方形の大きさに基づき、サンプル商品の箱の大きさ、すな
わち、マーカーコードが表示されているサンプル商品の箱とサンプル提供装置１との相対
距離を表す情報を得る。また、画像処理部１０７は、マーカー方向部に基づき、サンプル
商品の箱に対して予め決められている上下左右の方向を表わす情報を得る。さらに、画像
処理部１０７は、マーカーＩＤ部に基づき、当該マーカーコードのマーカーＩＤを得る。
【００３３】
　図２に戻って、記憶部１０８は、サンプル判定情報１８１と、ユーザ登録情報１８２と
、読取履歴情報１８３と、サンプル登録情報１８４と、コンテンツデータ１８５と、サン
プル画像データ１８６と、付属画像データ１８７とを記憶する。
【００３４】
　サンプル判定情報１８１は、図４に示す通り、ユニークＩＤに応じて、サンプル商品の
提供を許可するための条件を示す判定条件と、判定条件に基づきサンプル商品の提供が許
可されると判断された場合に提供されるサンプル商品を示すサンプル商品情報と、コンテ
ンツデータを表わすコンテンツ番号とを対応付ける情報である。このコンテンツ番号は、
コンテンツデータ１８５に含まれる複数のコンテンツデータのうちの個々を識別する識別
情報である。
　このサンプル判定情報１８１は、ユニークＩＤの種類（例えば、会員ＩＤあるいはお試
しＩＤ）に応じて、それぞれ、異なるテーブルを備える。
【００３５】
　ユニークＩＤの種類がお試しＩＤの場合、図４（ａ）に示す通り、ユニークＩＤに、抽
選結果や配付期間に応じた判定条件と、サンプル商品情報とが対応付けられている。ここ
でのユニークＩＤは、例えば二次元コード読取部１０２ａに読み取られたユニークＩＤ（
お試しＩＤ）であり、ＱＲ－１ｘｘｘｘのような番号が付されている。
　例えば、ユニークＩＤ「ＱＲ－１１ｘｘｘ」（つまり、「ＱＲ－１１０００」～「ＱＲ
－１１９９９」）には、判定条件「抽選で当選すること」が、サンプル商品の提供をする
ための条件として対応づけられており、サンプル商品情報として「選択されたサンプル商
品」が対応付けられている。
【００３６】
　一方、ユニークＩＤの種類が会員ＩＤの場合、図４（ｂ）に示す通り、読取部１０２に
よって読み取られたユニークＩＤが表すユーザ情報に応じた判定条件に、サンプル商品情
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報が対応付けられている。
　このユーザ情報とは、ユーザ登録情報１８２（図５で後述する）においてユニークＩＤ
に対応付けられている情報であって、例えば、ユーザの「性別」や「年齢」を表わす情報
、および各ユーザに割り当てられているユニークＩＤの過去の読み取り状況を表わす「履
歴情報」を含む。
　この会員ＩＤの場合のサンプル判定情報１８１は、後述するユーザ登録情報１８２とと
もに、制御部１０９によって参照されることにより、読取部１０２によって読み取られた
ユニークＩＤに基づき、対応する判定情報とサンプル商品情報があるか否かが判断される
。
【００３７】
　ユーザ登録情報１８２は、図５に示す通り、ユニークＩＤのうち会員登録されたユーザ
に対して割り当てられる会員ＩＤに、当該会員ＩＤが付与されているユーザの性別、年齢
、履歴情報等を含むユーザ情報を対応付ける情報である。これらユーザ情報は、例えば、
会員ＩＤが付与されるユーザが会員登録をする際に当該ユーザによって登録される情報で
ある。なお、会員登録についての詳細な説明は、図９を用いて後述する。
【００３８】
　読取履歴情報１８３は、図６に示す通り、ユニークＩＤに、履歴情報と、抽選結果とを
対応付ける情報である。
　なお、履歴情報は、ユーザ登録情報１８２に含まれる履歴情報と同じ情報である。
【００３９】
　サンプル登録情報１８４は、図７に示す通り、マーカーＩＤに、サンプル画像データを
示すサンプル画像番号と、付属画像データを示す付属画像番号と、サンプル商品を示す商
品番号と、当該マーカーＩＤの利用が有効な時間帯を表わす日時情報と、当該マーカーＩ
Ｄが利用される店舗を表わす店舗番号とを対応付ける情報である。
【００４０】
　このサンプル画像番号は、サンプル画像データ１８６に含まれる複数のサンプル画像デ
ータのうち個々を識別するためにそれぞれに付与されている番号である。
　付属画像番号は、付属画像データ１８７に含まれる複数の付属画像データのうち個々を
識別するためにそれぞれに付与されている番号である。
　コンテンツ番号は、コンテンツデータ１８５に含まれる複数のコンテンツデータのうち
個々を識別するためにそれぞれに付与されている番号である。
　日時情報は、例えば、サンプル提供装置１を用いてサンプル商品を提供するプロモーシ
ョンの実施期間等である。
　店舗番号は、複数の店舗うち個々を識別するために割り振られる識別情報であって、サ
ンプル提供装置１が設置される店舗に割り振られている店舗番号が、記憶部１０８に記憶
されている。
【００４１】
　図２に戻って、制御部１０９は、サンプル提供装置１を統括的に制御し、例えば、図１
３～１５を用いて後述するようなサンプル商品提供処理、サンプル登録情報作成処理、お
よび表示制御処理を行う。
　制御部１０９は、例えば、係員によってサンプル商品がサンプル収容部１１３に収容さ
れる際に起動する設定モードにおいて、サンプル登録情報作成処理を行う。この設定モー
ドは、例えば、サンプル収容部１１３等を覆っている扉を開いたことがセンサ等を用いて
制御部１０９により検出された場合、あるいは、操作部１０３を介して設定モードが係員
によって指定された場合に起動する。
【００４２】
　また、制御部１０９は、設定モードが終了した場合、サンプル提供モードに移り、サン
プル商品提供処理および表示制御処理を行う。この設定モードの終了は、例えば、サンプ
ル収容部１１３等を覆っている扉を閉められたことがセンサ等を用いて制御部１０９によ
り検出された場合、あるいは、操作部１０３を介してサンプル提供モードが係員によって
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指定された場合に終了する。
【００４３】
（サンプル商品提供処理）
　この制御部１０９は、記憶部１０６に記憶されているサンプル判定情報１８１に基づき
、読取部１０２によって読み取られたユニークＩＤが判定条件を満たすか否かを判断する
。当該ユニークＩＤが判定条件を満たす場合、制御部１０９は、当該ユニークＩＤと対応
付けられているサンプル商品情報に示されているサンプル商品、あるいはユーザによって
選択されたサンプル商品を、サンプル取出口１０５に排出するようサンプル排出駆動部１
１０を駆動させる。
【００４４】
　制御部１０９は、読取部１０２によって読み取られたユニークＩＤに対応する判定条件
において、抽選の結果において「あたり」であることがサンプル商品を提供する条件とし
て設定されている場合、抽選部１１１に対して抽選を実行させる。この抽選の結果が、抽
選部１１１から入力されると、制御部１０９は、この抽選結果を、ユニークＩＤに対応付
けて、記憶部１０８の読取履歴情報１８３に記憶させる。
【００４５】
　また、制御部１０９は、サンプル提供処理における判断結果（例えば、提供されたサン
プル商品の商品番号や名称、あるいは読取部１０２によって読み取られたマーカーＩＤ）
、およびユニークＩＤが読み取られた時刻、ユーザ情報等を含む履歴情報を、ユニークＩ
Ｄに対応付けて、記憶部１０６に記憶されている読取履歴情報１８３に記憶させる。
【００４６】
（サンプル登録情報作成処理）
　制御部１０９は、設定モードにおいて、画像処理部１０７によって撮像画像データから
マーカーコードが検出された場合、当該マーカーコードに含まれるマーカーＩＤを画像処
理部１０７から得る。この制御部１０９は、得られたマーカーＩＤに基づき、マーカーＩ
Ｄが表わすサンプル商品のサンプル画像データの送信を要求するメッセージを、通信部１
１０を介して管理サーバ３に送信する。例えば、この制御部１０９は、サンプル画像デー
タの送信を要求するメッセージに、マーカーＩＤを対応づけて送信する。
【００４７】
　制御部１０９は、管理サーバ３からサンプル画像データを受信すると、当該サンプル画
像データを示すサンプル画像番号を、マーカーＩＤに対応づけて、記憶部１０８のサンプ
ル登録情報１８４に記憶させる。
　また、制御部１０９は、管理サーバ３から、マーカーＩＤに対応付けられている付属画
像データ、商品番号、日時情報、および店舗情報を受信した場合、当該付属画像データを
示す付属画像番号、商品番号、日時情報、および店舗情報を、このマーカーＩＤに対応づ
けて、記憶部１０８のサンプル登録情報１８４に記憶させる。
【００４８】
　制御部１０９は、管理サーバ３から受信した情報のうち、自身の記憶部１０８に記憶さ
れている店舗番号と異なる店舗番号に関連付けられた情報（例えば、サンプル画像データ
、付属画像データ、商品番号、日時情報等）を受信した場合、これらの情報は、サンプル
登録情報１８４に記憶させることなく、消去する。
【００４９】
　また、制御部１０９は、計時部１１４によって計時された現在の日や時刻に基づき、サ
ンプル登録情報１８４を参照して、このサンプル登録情報１８４における日時情報が、計
時部１１４によって計時された日や時刻よりも過去であるか否かを判断する。サンプル登
録情報１８４における日時情報の方が過去である場合、制御部１０９は、当該日時情報に
対応付けられている情報をサンプル登録情報１８４から削除する。
　なお、制御部１０９は、操作部１０３から、指定されたマーカーＩＤに対応する情報を
サンプル登録情報１８４から削除する操作情報が入力された場合、当該マーカーＩＤに対
応付けられている全ての情報を削除する。
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【００５０】
（表示制御処理）
　制御部１０９は、サンプル提供モードにおいて、撮像画像データに基づき画像処理部１
０７によってマーカーＩＤが得られた場合、このマーカーＩＤに基づき、サンプル登録情
報１８４およびサンプル画像データ１８６を参照して、マーカーＩＤに対応するサンプル
画像データを得る。
　この制御部１０９は、画像処理部１０７によって得られるマーカー形態情報に基づき、
得られたサンプル画像データの表示形態を制御して、このサンプル画像データを、撮像部
１０６によって生成された撮像画像データ上に重畳して合成し、サンプル提供装置ディス
プレイ１０１に表示させる。
【００５１】
　具体的に説明すると、制御部１０９は、拡張現実（ Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ Ｒｅａｌｉｔ
ｙ ）という技術を利用して、撮像画像データにおいて表示されているマーカーコードの
動きに応じた合成画像を作成し、サンプル提供装置ディスプレイ１０１に表示させる。
　例えば、制御部１０９は、画像処理部１０７によって得られるマーカー形態情報に基づ
き、現実空間において動かされているサンプル商品の箱の動きに追従して、仮想空間にお
いて表示されているサンプル画像データが動く画像を、撮像画像データに合成した合成画
像データを作成し、サンプル提供装置ディスプレイ１０１に出力する。この拡張現実の技
術は、例えば、この技術を実装するソフトウェアを記憶部１０８に記憶させ、制御部１０
９がこのソフトを実行することにより実現される。
【００５２】
　図８を用いて、具体的に説明すると、サンプル提供モードにおいて、撮像部１０６によ
り、サンプル商品の箱を持ったユーザが撮像された場合、図示の通り、ユーザと、サンプ
ル商品の箱に表示されているマーカーコードが、撮像画像データに含まれている。
　画像処理部１０７は、この撮像画像データを画像処理することによって、マーカーコー
ドに含まれているマーカーＩＤを得るとともに、マーカーコードの位置、大きさ、姿勢を
示すマーカー形態情報を得て、マーカーＩＤとマーカー形態情報を制御部１０９に出力す
る。
【００５３】
　制御部１０９は、入力されたマーカーＩＤとマーカー形態情報に基づき、サンプル商品
の箱の三次元モデルからなる仮想物体を回転、移動、倍率変更等するように、サンプル画
像データを制御して、撮像画像データの画面内において、マーカーコードが表示されてい
る部分に、マーカーコードの位置、大きさ、姿勢に対応するサンプル商品の箱の仮想物体
を示すサンプル画像データを重畳して合成する。この合成された画像データが、サンプル
提供装置ディスプレイ１０１に表示されると、例えば、図示の通り、ユーザの保持してい
るサンプル商品のマーカーコードの部分に、サンプル画像データが表示される。
　ここでは、サンプル商品のパッケージを表わすサンプル画像データを表示する例を示す
。
【００５４】
　また、サンプル登録情報１８４において、画像処理部１０７の画像処理によって得られ
たマーカーＩＤに、付属画像データが対応付けられている場合、制御部１０９は、この付
属画像データを撮像画像データ上に合成して、サンプル提供装置ディスプレイ１０１に表
示させる。これにより、図示の通り、サンプル商品の周りには、例えばサンプル商品の商
品名（例えば、○○カレー）、訴求メッセージ（例えば、商品成分、カロリーオフ、隠し
味にバナナがおススメ等）、商品の価格（ｘｘｘ円）、およびイメージ画像（例えば、調
理イメージ画像や、キャラクター、その他アニメーション等）が表示される。
　また、この付属画像データは、例えば、壺の中から巻き物が飛びだし、この巻き物が開
いて、巻き物に書かれた文章や絵が現れるというような動きが与えられたアニメーション
動画であってもよく、表示されている文字の大きさが変化したり、キャラクター等のイメ
ージ画像が動くものであってもよい。
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【００５５】
　図２に戻って、通信部１１０は、ネットワーク４を介して管理サーバ３と通信可能に接
続されるとともに、店頭表示装置２の通信部２０１と通信可能に接続され、情報の伝送を
行う。
【００５６】
　サンプル排出駆動部１１１は、制御部１０９によるサンプル提供処理における判断結果
に基づき駆動され、サンプル商品毎にそれぞれのサンプル商品が収容されているサンプル
収容部１１３から、制御部１０９によって決定されたサンプル商品を、サンプル取出口１
０５へ排出する。
【００５７】
　サンプル収容部１１３は、例えば、係員によって収容口から投入されることで、収容ス
ペースに収容されるような構造である。例えば、各収容スペースには、同種のサンプル商
品を内包するサンプル商品の箱が収容されており、サンプル排出駆動部１１１がサンプル
収容部１１３の取出口を開口することにより、収容されているサンプル商品の箱が１つず
つサンプル取出口１０５に排出される。
　このサンプル商品の箱は、例えば、サンプル収容部１１３に収容するための形状に形成
されており、大きさや形状が異なるサンプル商品を収容する場合であっても、サンプル収
容部１１３に収容されるサイズにあわせて、同一の形状に形成された箱に入れられること
が好ましい。これにより、大きさや形状が異なるサンプル商品をサンプル収容部１１３に
収容することができ、このサンプル商品の箱に表示されるマーカーコードのマーカー位置
部を一定の形状や大きさにすることができる。
【００５８】
　計時部１１４は、現在の日および時刻を計時して、この計時した情報を制御部１０９に
出力する。
【００５９】
　店頭表示装置２は、通信部２０１と、制御部２０２と、商品棚ディスプレイ２０３とを
含む。
　通信部２０１は、サンプル提供装置１と通信可能に接続される。
　制御部２０２は、通信部２０１を介してサンプル提供装置１から制御信号やコンテンツ
データを受信する。この制御部２０２は、サンプル提供装置１からの制御信号に基づき、
受信するコンテンツのデータに基づく映像や音声を商品棚ディスプレイ２０３から出力さ
せる。
　商品棚ディスプレイ２０３は、例えば、液晶ディスプレイ等であって、制御部２０２に
よって制御され、コンテンツデータに基づく映像や音声を出力する。
【００６０】
　管理サーバ３は、通信部３０１と、記憶部３０２と、操作部３０３とを備える。
　記憶部３０２は、マーカーＩＤに、サンプル画像データを示すサンプル画像番号と、付
属画像データを示す付属画像番号と、サンプル商品を示す商品番号と、当該マーカーＩＤ
の使用が有効な時間帯を表わす日時情報と、当該マーカーＩＤが使用される店舗を表わす
店舗番号とを対応付ける情報を記憶する。
　通信部３０１は、サンプル提供装置１から、サンプル画像データ等の記憶部３０２に記
憶されている情報を要求するメッセージを受信すると、メッセージに関連付けられている
マーカーＩＤに対応付けられている情報を記憶部３０２から読み出し、読み出した情報に
マーカーＩＤを対応付けてサンプル提供装置１に返信する。
　操作部３０３は、管理サーバを管理する管理者等の操作入力を受け付け、記憶部３０２
に記憶される情報の書き換えや変更、追加、上書き等の操作入力を受け付け、記憶部３０
２に記憶されている情報を変更、作成等する。
【００６１】
　次に、図９を参照して、ユニークＩＤとして会員ＩＤを含む二次元コードを、会員登録
したユーザの携帯電話の表示部に表示させる処理の一例について説明する。
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　図９に示す通り、ユーザの携帯電話は、自身に内蔵されている機能を利用して、会員登
録を要求するメールを送信する送信先のメールアドレスを含む二次元コードを読み取る。
　この携帯電話は、このメールアドレスに対して、例えば、宛先にこのメールアドレスを
含み、メッセージの本文に何の情報も含まない空メールを、メールアドレスで特定される
サイトサーバに送信する。
【００６２】
　サイトサーバは、受信したメールに基づき、会員登録を行うためのサイトを特定するＵ
ＲＬ（ ｕｎｉｆｏｒｍ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｌｏｃａｔｏｒ ）等が記述されている仮登録
メールを、携帯電話に返信する。
　この携帯電話は、受信した仮登録メールに記述されているＵＲＬにアクセスして、会員
登録に必要な情報（例えば、ユーザの名前、年齢、性別、住居圏、携帯電話の電話番号や
メールアドレス等）をサイトサーバに送信する。
　サイトサーバは、受信した情報に基づき会員登録を認証するための処理を行い、会員登
録に有効な情報を受信したことを判断した場合、当該ユーザに固有の会員ＩＤを割り当て
るとともに、この会員ＩＤに受信した情報を対応付けて、サイトサーバが備える記憶部に
記憶させる。
　これにより、会員登録が完了する。
【００６３】
　ここで、例えば、サンプル提供装置１によるサンプル商品の提供を要求するメールが、
当該携帯電話からサイトサーバに送信された場合、携帯電話のメールアドレスに対応付け
られている会員ＩＤを含む二次元コードがサイトサーバによって作成され、携帯電話に送
信される。これにより、携帯電話に、会員ＩＤを含む二次元コードが表示される。
【００６４】
　なお、これに限られず、キャンペーンの開始時期に合わせて、各会員に対してそれぞれ
固有の会員ＩＤを含む二次元コードを、サイトサーバから会員の携帯電話に対して配信す
る構成であってもよい。
【００６５】
　次に、図１０を参照して、サンプル提供装置１を利用したプロモーション展開の一例に
ついて説明する。
　このプロモーションは、サンプル提供装置１を用いてサンプル商品の提供を告知すると
ともに、ユニークＩＤを含む二次元コードやＩＣタグを有するユーザに対して、サンプル
提供装置１を利用してサンプル商品を提供するものである。
　また、提供されるサンプル商品にマーカーコードを付すことにより、各サンプル商品に
応じて拡張現実の技術を利用した合成画像を、サンプル提供装置ディスプレイ１０１に表
示させ、各サンプル商品に関する機能情報や関連情報等をユーザに訴求するものである。
【００６６】
　まず、このプロモーションの実施期間に合わせて、サンプル提供装置１が設定されてい
る店舗のチラシや、当該店舗のウェブページ等において、このチラシやウェブページに掲
載されている二次元コードや、会員登録により得られる二次元コードやＩＣタグを持参す
ることで、サンプル商品の提供が受けられることを告知する。
　これにより、日頃から店舗に行く客に加えて、サンプル商品の提供を目的とする客を店
舗に誘引されることが期待される。
【００６７】
　一方、プロモーションの実施期間においては、店頭にサンプル提供装置１が設置される
とともに、例えば、このプロモーションの告知や、会員登録を行うための二次元コード（
図８による説明を参照）を表記するポスター等を店頭に掲示する。
　これにより、まだ会員登録を行っていないユーザに対して、ポスターに表記されている
二次元コードを読み取らせ、その場での会員登録を促すことができる。
【００６８】
　また、チラシを持参したユーザは、チラシに印刷されている二次元コードを二次元コー
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ド読取部１０２ａに読み取らせることで、サンプル提供装置１に対してサンプル商品提供
処理を実行させることができる。
　一方、予め会員登録を行ったユーザや、その場で会員登録を行ったユーザも、会員ＩＤ
を含む二次元コードを二次元読取部１０２ａに読み取らせることにより、あるいは、会員
ＩＤを記憶するＩＣタグを無線読取部１０２ｂに読み取らせることにより、サンプル提供
装置１に対してサンプル商品提供処理を実行させることができる。
【００６９】
　なお、これに限られず、会員登録しているユーザの所持する会員カードに一時的にお試
しＩＤを含む二次元コードを表示させ、あるいは、携帯電話にお試しＩＤを含む二次元コ
ードを表示したメールマガジンを送信して、携帯電話の表示部にこの二次元コードを表示
させるものであってもよい。ユーザは、これらの二次元コードを利用して、サンプル提供
装置１に対してサンプル商品提供処理を実行させることができる。
【００７０】
　なお、サンプル商品の提供を受けたユーザの会員ＩＤが、サンプル提供装置１からサイ
トサーバに送信された場合、サイトサーバは、この会員ＩＤと対応付けられている携帯電
話のメールアドレスに対して、アンケートに対する回答を入力させサーバに返送させるた
めのメールを送信しても良い。これにより、サンプル提供装置１によるサンプル商品の提
供を受けたユーザの感想や実態調査を実施し、このアンケート結果に会員ＩＤを対応付け
てサイトサーバの記憶部に記憶しておくことができる。
【００７１】
　次に、図１１を参照して、サンプル提供装置１からサンプル商品の提供を受けるための
ユーザの操作方法の一例について説明する。図１１は、サンプル判定情報１８１において
、抽選の結果に応じてサンプル商品の提供を行うことが予め決められている判定条件に対
応付けられているユニークＩＤが読み取られた場合の一例について説明する参考図である
。
【００７２】
　図１１に示す通り、サンプル提供装置１の操作部１０３の表示画面に、画面ＳＣ１に示
すような、サンプル商品の提供を実施していることを表わすメッセージや、ユーザに対し
て操作部１０３の表示画面を触る（タッチ）ように促すメッセージが表示される。
　ここで、ユーザが操作部１０３の表示画面をタッチすると、画面ＳＣ２に示すように、
二次元コードあるいはＩＣタグによるユニークＩＤの読み取りを促すメッセージが表示さ
れる。
【００７３】
　ユーザが、二次元コードあるいはＩＣタグを二次元コード読取部１０２ａあるいは無線
読取部１０２ｂにかざすと、二次元コード読取部１０２ａあるいは無線読取部１０２ｂは
、ユニークＩＤを読み取り、制御部１０９に出力する。制御部１０９は、入力されたユニ
ークＩＤに基づき、サンプル判定情報１８１を参照して、サンプル商品の提供を行うユニ
ークＩＤであるか否かを判断するとともに、サンプル商品の提供において抽選を行うユニ
ークＩＤであるか否かを判断する。
　ここで、抽選を行うユニークＩＤであることが判断された場合、操作部１０３の表示画
面には、画面ＳＣ４に示すように、抽選における複数の選択肢（例えばＡ～Ｄ）を示す抽
選画面が表示される。そして、ユーザによって、この選択肢のうちいずれか１つが操作部
１０３を介して選択（タッチ）されると、抽選部１１１は、タッチされた選択肢に基づき
抽選を行い、抽選結果を制御部１０９に出力する。
【００７４】
　抽選結果が「あたり」である場合、操作部１０３の表示画面には、画面ＳＣ５に示すよ
うな、あたりを通知するメッセージが表示され、続けて、画面ＳＣ６に示すような、サン
プル提供装置１に収容されているサンプル商品Ａ～Ｃのうち１つを選択するための選択画
面が表示される。
　この選択画面に表示されているサンプル商品Ａ～Ｃのうち１つがユーザにより操作部１
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０３を介して選択（タッチ）されると、制御部１０９は、サンプル排出駆動部１１２を駆
動させ、タッチされたサンプル商品をサンプル取出口１０５に排出する。
【００７５】
　そして、操作部１０３は、画面ＳＣ７に示す通り、サンプル商品がサンプル取出口１０
５から排出されていることを示すメッセージや、このサンプル商品をサンプル取出口１０
５から取り出すことを促すメッセージを表示画面に表示する。
【００７６】
　一方、抽選結果が「はずれ」である場合、操作部１０３の表示画面には、画面ＳＣ８に
示すような、はずれを通知するメッセージが表示され、続けて、画面ＳＣ９に示すような
、例えば広告等を表示する画面が表示される。
【００７７】
　次に、図１２を参照して、サンプル提供装置１からサンプル商品の提供を受けるための
ユーザの操作方法の他の例について説明する。図１２は、サンプル判定情報１８１におい
て、抽選結果に関わらず、サンプル商品の提供を行うことが予め決められている判定条件
に対応付けられているユニークＩＤが読み取られた場合の一例について説明する参考図で
ある。なお、図１１を用いて説明した画面と同様の画面には、同一の符号を付して、詳細
な説明は省略する。
【００７８】
　図１２に示す通り、サンプル提供装置１の操作部１０３の表示画面には、画面ＳＣ１に
示すような画面が表示され、次いで、画面ＳＣ２に示すような、二次元コードあるいはＩ
ＣタグによるユニークＩＤの読み取りを促すメッセージが表示される。
【００７９】
　ここで、二次元コード読取部１０２ａあるいは無線読取部１０２ｂにより、ユニークＩ
Ｄが読み取られると、制御部１０９は、読み取られたユニークＩＤに基づき、サンプル判
定情報１８１を参照して、サンプル商品の提供を行うユニークＩＤであるか否かを判断す
る。
　ここで、読み取られたユニークＩＤがサンプルの提供を行うユニークＩＤであると判断
された場合、操作部１０３の表示画面には、画面ＳＣ６に示すような、サンプル提供装置
１に収容されているサンプル商品Ａ～Ｃのうち１つを選択するための選択画面が表示され
る。
　この選択画面に表示されているサンプル商品Ａ～Ｃのうち１つがユーザにより操作部１
０３を介して選択（タッチ）されると、制御部１０９が、サンプル排出駆動部１１２を駆
動させ、タッチされたサンプル商品をサンプル取出口１０５に排出するとともに、操作部
１０３が、画面ＳＣ７に示すような画面を表示する。
【００８０】
　次に、図１３を参照して、サンプル商品提供処理の処理フローについて説明する。図１
３は、サンプル商品提供処理の処理フローの一例を示すフローチャートである。
　図１３に示す通り、制御部１０９が、サンプル提供モードである場合において、二次元
コード読取部１０２ａあるいは無線読取部１０２ｂによって、ユニークＩＤが読み取られ
ると（ステップＳＴ１）、制御部１０９は、読み取られたユニークＩＤに基づき、サンプ
ル判定情報１８１を参照して、サンプル商品の提供において抽選を行うユニークＩＤであ
るか否かを判断する（ステップＳＴ２）。
【００８１】
　例えば、二次元コード読取部１０２ａによって、ユニークＩＤ「ＱＲ－２１０００１」
が読み取られた場合、制御部１０９は、サンプル判定情報１８１を参照して、ユニークＩ
Ｄ「ＱＲ－２１０００１」に対応付けられている判定条件を得る。この判定条件としては
、図４（ａ）に示した通り、配付期間内において読み取られた最初のユニークＩＤである
ことが、サンプル商品の提供を許可する条件である。
【００８２】
　よって、制御部１０９は、ユニークＩＤ「ＱＲ－２１０００１」がサンプル商品の提供
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において抽選を行うユニークＩＤでないと判断し（ステップＳＴ２－ＮＯ）、読み取られ
たユニークＩＤ「ＱＲ－２１０００１」に基づき、サンプル判定情報１８１を参照して、
サンプル商品の提供を行うユニークＩＤであるか否かを判断する（ステップＳＴ３）。
【００８３】
　具体的に説明すると、制御部１０９は、読取履歴情報１８３を参照して、ユニークＩＤ
「ＱＲ－２１０００１」に対応付けられている読取履歴情報が配付期間内にサンプル商品
の提供があったことを表わす情報であるか否かを判断する。この読取履歴情報１８３にお
いて、ユニークＩＤ「ＱＲ－２１０００１」が記憶されていない場合、あるいは、ユニー
クＩＤ「ＱＲ－２１０００１」に対応付けられている読取履歴情報が配付期間内にサンプ
ル商品の提供があったことを表わす情報でないと判断された場合、制御部１０９は、ユニ
ークＩＤ「ＱＲ－２１０００１」が、サンプル商品の提供を行うユニークＩＤであること
を判断する（ステップＳＴ３－ＹＥＳ）。
【００８４】
　そして、制御部１０９は、記憶部１０６に記憶されているサンプル判定情報１８１を参
照して、読取部１０２によって読み取られたユニークＩＤ「ＱＲ－２１０００１」が対応
付けられているサンプル商品情報に示されているサンプル商品Ａを、サンプル取出口１０
５に排出するようサンプル排出駆動部１１０を駆動させる（ステップＳＴ４）。これによ
り、サンプル取出口１０５には、サンプル商品Ａが排出される。
【００８５】
　次いで、制御部１０９は、サンプル商品Ａが提供された日および時刻、あるいはユニー
クＩＤ「ＱＲ－２１０００１」が二次元コード読取１０２ａによって読み取られた日およ
び時刻を表わす時刻情報を計時部１１４から得る。
　この制御部１０９は、ユニークＩＤ「ＱＲ－２１０００１」に、提供されたサンプル商
品Ａを示す情報や計時部１１４によって得られた時刻情報を表わす履歴情報を対応付けて
、記憶部１０８の読取履歴情報１８３に記憶させる（ステップＳＴ５）。
　なお、ここで、ユニークＩＤが会員ＩＤである場合、制御部１０９は、ユーザ登録情報
１８２に対しても、このユニークＩＤに履歴情報を対応付けた情報を記憶させる。
【００８６】
　一方、ステップＳＴ３において、読取履歴情報１８３において、ユニークＩＤ「ＱＲ－
２１０００１」に対応付けられている履歴情報が配付期間内にサンプル商品の提供があっ
たことを表わす情報であると判断された場合、制御部１０９は、ユニークＩＤ「ＱＲ－２
１０００１」が、サンプル商品の提供を行うユニークＩＤでないと判断し（ステップＳＴ
３－ＮＯ）、ステップＳＴ６に移行する。
【００８７】
　そして、制御部１０９は、サンプル判定情報１８１を参照して、ユニークＩＤ「ＱＲ－
２１０００１」に対応付けられているコンテンツ番号があるか否かを判断する（ステップ
ＳＴ６）。対応付けられているコンテンツ番号がある場合、制御部１０９は、このコンテ
ンツ番号で示されるコンテンツデータを記憶部１０８のコンテンツデータ１８５から読み
出し、通信部１１０を介して店頭表示装置２の通信部２０１に出力する（ステップＳＴ７
）。
　これにより、店頭表示装置２は、入力されたコンテンツデータを制御部２０２に出力し
、表示部２０３に出力させる。
【００８８】
　ステップＳＴ２に戻って、制御部１０９は、サンプル商品の提供において抽選を行うユ
ニークＩＤであることを判断した場合（ステップＳＴ２－ＹＥＳ）、制御部１０９は、抽
選部１１１に抽選を実行させる。
【００８９】
　例えば、二次元コード読取部１０２ａによって、ユニークＩＤ「ＱＲ－１２０００１」
が読み取られた場合、制御部１０９は、サンプル判定情報１８１を参照して、ユニークＩ
Ｄ「ＱＲ－１２０００１」に対応付けられている判定条件を得る。この判定条件としては
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、図４（ａ）に示した通り、抽選で当選した場合が、サンプル商品の提供を許可する条件
である。
【００９０】
　よって、制御部１０９は、ユニークＩＤ「ＱＲ－１２０００１」がサンプル商品の提供
において抽選を行うユニークＩＤであると判断し、抽選部１１１に抽選を実行させる。こ
の抽選部１１１により実行された抽選結果は、制御部１０９に出力される。
　この抽選結果が「あたり」の場合（ステップＳＴ９－ＹＥＳ）、制御部１０９は、サン
プル商品を選択させるための選択画面を操作部１０３の表示画面に表示し、ユーザに１つ
のサンプル商品を選択させる（ステップＳＴ１１）。
　操作部１０３を介して、１つのサンプル商品が選択されると、制御部１０９は、選択さ
れたサンプル商品を、サンプル取出口１０５に排出するようサンプル排出駆動部１１０を
駆動させる（ステップＳＴ１０）。
【００９１】
　次いで、制御部１０９は、サンプル商品が提供された日および時刻、あるいはユニーク
ＩＤ「ＱＲ－１２０００１」が二次元コード読取１０２ａによって読み取られた日および
時刻を表わす時刻情報を計時部１１４から得る。
　この制御部１０９は、ユニークＩＤ「ＱＲ－１２０００１」に、提供されたサンプル商
品を示す情報や計時部１１４により得られた時刻情報を表わす履歴情報や、抽選結果（あ
たりであるか、あるいははずれであるか）を対応付けて、記憶部１０８の読取履歴情報１
８３に記憶させる（ステップＳＴ１２）。
　なお、ここで、ユニークＩＤが会員ＩＤである場合、制御部１０９は、ユーザ登録情報
１８２に対しても、このユニークＩＤに履歴情報を対応付けた情報を記憶させる。
【００９２】
　次に、図１４を参照して、サンプル登録情報作成処理の処理フローについて説明する。
図１４は、サンプル登録情報作成処理の処理フローの一例を示すフローチャートである。
【００９３】
　図１４に示す通り、制御部１０９が、設定モードである場合において、画像処理部１０
７は、撮像部１０６によって生成された撮像画像データに基づき、マーカーコードを検出
した場合（ステップＳＴ２１）、このマーカーコードを含む画像領域を画像処理（解析）
して、マーカーコードに含まれるマーカーＩＤを得る（ステップＳＴ２２）。そして、画
像処理部１０７は、得られたマーカーＩＤを制御部１０９に出力する。
【００９４】
　この制御部１０９は、画像処理部１０７から入力されたマーカーＩＤに対応するサンプ
ル画像データの送付を要求するメッセージに、マーカーＩＤを関連付けて、通信部１１０
を介して管理サーバ３に送信する（ステップＳＴ２３）。
【００９５】
　管理サーバ３は、このメッセージを受信すると、記憶部３０２を参照して、メッセージ
に関連付けられているマーカーＩＤに対応付けられているサンプル画像データがあるか否
かを判断する。このマーカーＩＤに対応付けられているサンプル画像データが得られた場
合、管理サーバ３は、このサンプル画像データにマーカーＩＤを関連付けて、通信部３０
１を介してサンプル提供装置１に送信する。
　なお、管理サーバ３は、記憶部３０２において、当該マーカーＩＤに付属画像データや
、商品番号、日時情報、店舗番号等が対応付けられている場合、このサンプル画像データ
とともに、サンプル提供装置１に送信する。
【００９６】
　そして、サンプル提供装置１は、通信部１１０を介して、管理サーバ３から、マーカー
ＩＤが関連付けられたサンプル画像データ、付属画像データ、商品番号、日時情報および
店舗番号を受信する（ステップＳＴ２４）。
　次いで、制御部１０９は、管理サーバ３から受信した情報に基づき、関連付けられてい
るマーカーＩＤに、サンプル画像データを示すサンプル画像番号、付属画像データを示す
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付属画像番号、商品番号、日時情報および店舗番号を対応付けて、記憶部１０８のサンプ
ル登録情報１８４に記憶させる（ステップＳＴ２５）。
【００９７】
　そして、制御部１０９は、画像処理部１０７によって、他のマーカーＩＤが得られた場
合（ステップＳＴ２６－ＹＥＳ）、ステップＳＴ２２～２４の処理を繰り返す。
　これにより、図７に示すようなサンプル登録情報１８４が作成される。
【００９８】
　次に、図１５を参照して、表示制御処理の処理フローについて説明する。図１５は、表
示制御処理の処理フローの一例を示すフローチャートである。
【００９９】
　図１５に示す通り、サンプル提供モードにおいて、画像処理部１０７は、撮像部１０６
によって生成された撮像画像データに基づき、マーカーコードを検出した場合、このマー
カーコードを含む画像領域を画像処理（解析）して、マーカーコードに含まれるマーカー
ＩＤを得る（ステップＳＴ４１）。そして、画像処理部１０７は、得られたマーカーＩＤ
を制御部１０９に出力する。
【０１００】
　この制御部１０９は、画像処理部１０７から入力されたマーカーＩＤに基づき、サンプ
ル登録情報１８４を参照して、当該マーカーＩＤに対応付けられているサンプル画像番号
を得るとともに、サンプル画像データ１８５を参照して、このサンプル画像番号に対応付
けられているサンプル画像データを得る（ステップＳＴ４２）。
【０１０１】
　また、画像処理部１０７は、撮像部１０６によって生成された撮像画像データを画像処
理（解析）することによって、マーカーコードの位置、大きさ、姿勢を示すマーカー形態
情報を得て、制御部１０９に出力する。
【０１０２】
　制御部１０９は、入力されたマーカーＩＤとマーカー形態情報に基づき、サンプル画像
データの表示形態を制御して、撮像画像データの画面内において、マーカーコードが表示
されている部分に、マーカーコードの位置、大きさ、姿勢に対応するサンプル画像データ
を合成する（ステップＳＴ４３）。
【０１０３】
　次いで、制御部１０９は、画像処理部１０７から入力されたマーカーＩＤに基づき、サ
ンプル登録情報１８４を参照して、当該マーカーＩＤに対応付けられている付属画像番号
があるか否かを判断する。当該マーカーＩｄに対応付けられている付属画像番号がある場
合、この付属画像番号に基づき、サンプル画像データ１８５を参照して、この付属画像番
号に対応付けられている付属画像データを得る（ステップＳＴ４５）。
【０１０４】
　この制御部１０９は、得られた付属画像データを撮像画像データに合成する（ステップ
ＳＴ４６）
　なお、付属画像データが、マーカーＩＤの位置、大きさ、姿勢等に応じた表示形態で表
示されることが予め決められている場合、制御部１０９は、入力されたマーカーＩＤとマ
ーカー形態情報に基づき、付属画像データの表示形態を制御して、撮像画像データの画面
内において、撮像画像データに表示されているマーカーコードに応じた付属画像データを
合成する。
【０１０５】
　そして、制御部１０９は、合成された画像データをサンプル提供装置ディスプレイ１０
１に表示させる（ステップＳＴ４７）。
【０１０６】
　上述の通り、本実施形態に係るサンプル提供装置１は、収容するサンプル商品に表示さ
れているマーカーを利用して、収容されるサンプル商品を表わすマーカーＩＤに、サンプ
ル画像データを表わすサンプル画像番号を対応付けるようにした。
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　これにより、収容されているサンプル商品と、当該サンプル商品に対応するサンプル画
像データを一対一に対応づけることができ、これら対応付けられた情報を記憶するサンプ
ル登録情報１８４を作成する際の作業効率を向上させることができる。
【０１０７】
　なお、本発明によらない場合、操作部１０３を介して、係員が、サンプル商品の商品番
号等を入力し、当該商品番号に対応付けられているサンプル画像データ等を管理サーバ３
に要求するメッセージの送信を指示するとともに、この商品番号に、受信したサンプル画
像データや、当該サンプル商品に表示されているマーカーＩＤを対応付ける等の作業が発
生する場合がある。
　しかし、本実施形態に係るサンプル提供装置１は、拡張現実の技術を利用して合成画像
を表示させる機能を備えるものであって、当該機能を実現する際に用いられる撮像部１０
６と画像処理部１０７を利用して、マーカーＩＤを読み取らせることにより、サンプル商
品を識別するための商品番号等を入力する等の作業を削減することができる。また、もと
もと備えられている構成や機能を利用するものであるため、新たな追加する構成や機能等
も抑えることができ、経済的である。
【０１０８】
　また、制御部１０９は、設定モードにおいて、撮像部１０６によって撮像された撮像画
像データから、マーカーＩＤが得られた場合、サンプル画像データ等を要求するメッセー
ジに、このマーカーＩＤを関連付けて、管理サーバ３に送信するようにした。
　これにより、管理サーバ３の記憶部３０２において、当該マーカーＩＤに対応付けられ
ているサンプル画像データ等を受信し、制御部１０９が、受信した情報を互いに対応付け
てサンプル登録情報１８４に記憶させることができる。よって、係員が、手作業により、
サンプル画像データ等の送信を指示する作業や、受信した情報を互いに対応付けて記憶さ
せる作業等を削減することができる。
【０１０９】
　さらに、制御部１０９は、管理サーバ３から、マーカーＩＤに対応付けられている日時
情報を受信し、マーカーＩＤに日時情報を対応付けてサンプル登録情報１８４に記憶させ
るようにした。この制御部１０９は、計時部１１４によって計時される現在の日や時刻に
基づき、サンプル登録情報１８４を参照して、このサンプル登録情報１８４における日時
情報が、計時部１１４によって計時された日や時刻よりも過去である場合、当該日時情報
に対応付けられている情報をサンプル登録情報１８４から削除するようにした。
【０１１０】
　これにより、サンプル商品がサンプル提供装置１に収容されているプロモーション期間
を経過した場合、サンプル登録情報１８４に記憶されている当該サンプル商品に関する情
報を自動的に削除することができる。よって、係員が、サンプル登録情報１８４から、プ
ロモーションの施策が終了したサンプル商品に関する情報を削除する作業が不要となる。
また、プロモーション期間が終了したサンプル商品に関する情報が、サンプル登録情報１
８４にいつまでも残っておかれる事態を回避し、記憶部１０８のメモリ容量を有効に活用
することができるとともに、古い情報と新しい情報とが混同してしまうような事態を回避
することができる。
【０１１１】
　また、制御部１０９は、管理サーバ３から、マーカーＩＤに対応付けられている店舗番
号を受信し、マーカーＩＤに店舗番号を対応付けてサンプル登録情報１８４に記憶させる
ようにした。この制御部１０９は、管理サーバ３から情報を受信した場合、この受信した
情報に、記憶部１０９に記憶されているサンプル提供装置１が設置されている店舗を表わ
す店舗番号と異なる店舗番号が含まれているか否かを判断し、記憶部１０９に記憶されて
いる店舗番号と異なる店舗番号が、管理サーバ３から受信した情報に含まれている場合、
受信した情報をサンプル登録情報１８４に記憶させないようにした。
　これにより、サンプル提供装置１が設定されている店舗以外に配信するための情報を受
信した場合であっても、誤って、この情報をサンプル登録情報１８４に受信する事態を回
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避することができる。
【０１１２】
　なお、本実施形態に係るサンプル提供装置１は、上記構成に限られず、例えば、サンプ
ル商品提供処理、サンプル登録情報作成処理、および表示制御処理を行っていない状態に
おいて、コンテンツを提供するものであってもよい。
　例えば、制御部１０９が、サンプル商品処理等の各処理を行っていない状態であると判
断した場合、コンテンツデータ１８５に記憶されているコンテンツデータを読み出し、サ
ンプル提供装置ディスプレイ１０１に表示させる。
【０１１３】
　このコンテンツデータとしては、例えば、サンプル提供装置１の前を通過するユーザに
話しかけるような会話調のメッセージや、季節や行事に合わせた旬の情報、あるいは、広
告、宣伝、天気予報、占い、クッキング映像、お料理の豆知識等の情報を含む。また、こ
れらの情報を、店舗側の店長や店員が話す口調で紹介し、紹介された情報に対して、主婦
やＯＬ等のスーパーを利用する顧客が応えるコメントを表示したコミュニケーションを図
るメッセージであることが好ましい。
【０１１４】
　また、本発明はこれに限られず、以下のような構成であってもよい。
　例えば、マーカーは、図３に示したような、幾何学図形的なデザインで構成されるコー
ドであると説明したが、本発明はこれに限られず、画像処理部１０７によって、特定の指
標となる図形や画像が認識される場合、当該指標となる図形や画像であってもよい。
【０１１５】
　また、制御部１０９によるサンプル登録情報作成処理は、例えば、サンプル収容部１１
３に収容される際に、収容口からサンプル収容部１１３までの経路上あるいは収容口付近
に設けられた撮像装置によって、マーカーコードに含まれるマーカーＩＤが読み取られる
ものであってもよい。これにより、撮像部１０６に各サンプル商品のマーカーを読み取ら
せる作業が簡略化され、係員によるサンプル登録情報作成処理の作業が向上する。
　さらに、制御部１０９によるサンプル登録情報作成処理は、マーカーコードを読み取る
ものに限られず、例えば、画像処理部１０７が撮像部１０６によって撮像された画像デー
タに基づき、バーコードに含まれる情報を読み取る構成であってもよく、また、画像デー
タを解析して撮像された数字や文字を認識することでマーカーＩＤに対応する情報を検出
するものであってもよい。
【０１１６】
　また、制御部１０９によるサンプル登録情報作成処理は、マーカーコードに含まれるマ
ーカーＩＤに限られず、例えば、サンプル商品の箱に商品番号や暗号化された商品番号を
含むバーコードや二次元コードが表示されている場合、この表示を撮像部１０８が撮像す
ることにより商品番号を読み取る構成であってもよい。この場合、制御部１０９は、商品
番号を含むメッセージを管理サーバ３に送信して、サンプル画像データ等を要求する。
　なお、店頭表示装置２の通信部２０１は、ネットワーク４を介して管理サーバ３の通信
部３０１と通信可能に接続される構成であってもよい。このとき、店頭表示装置２は、表
示部２０３に表示させる画像データ等を、管理サーバ３から受信して表示させることがで
きる。
【０１１７】
　また、サンプル提供装置１や店頭表示装置２等の動作の過程は、コンピュータに実行さ
せるためのプログラムや、このプログラムとしてコンピュータ読み取り可能な記録媒体と
して利用可能であり、コンピュータシステムが読み出して実行することによって、上記処
理が行われる。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＣＰＵ及び各種メモリ
やＯＳ、周辺機器等のハードウェアを含むものである。
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホ
ームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
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ディスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ
等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことを
いう。
【０１１８】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアント
となるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（例えばＤＲＡＭ（Dynamic Random Acc
ess Memory））のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
　また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に記憶したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。
　また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み
合せで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【符号の説明】
【０１１９】
　１・・・サンプル提供装置、２・・・店頭表示装置、３・・・管理サーバ、４・・・ネ
ットワーク、１０１・・・サンプル提供装置ディスプレイ、１０２・・・読取部、１０３
・・・操作部、１０６・・・撮像部、１０７・・・画像処理部、１０８・・・記憶部、１
０９・・・制御部、１１０・・・通信部、１１４・・・計時部
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